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①
候
補
者
名
簿
の
作
成

　
毎
年
、
20
歳
以
上
の
有
権
者
の
中

か
ら
、
翌
年
の
裁
判
員
候
補
者
と
な

る
人
を
く
じ
で
選
び
、
裁
判
所
ご
と

に
裁
判
員
候
補
者
名
簿
を
作
り
ま
す
。

　
今
年
、
三
原
市
で
は
、
１
８
６
人

が
名
簿
に
記
載
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　

②
候
補
者
へ
通
知
・
調
査
票
の
送
付

　
調
査
票
に
よ
り
、
裁
判
員
に
な
る

こ
と
が
で
き
な
い
人
や
辞
退
事
由
が

認
め
ら
れ
る
人
は
、
裁
判
所
に
呼
ば

れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　

③
事
件
ご
と
に
く
じ
で
、
裁
判
員
の

　
候
補
者
が
選
ば
れ
ま
す

　
事
件
ご
と
に
、
①
の
名
簿
の
中
か

ら
く
じ
で
そ
の
事
件
の
裁
判
員
候
補

者
を
選
び
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

④
選
任
手
続
期
日
の
お
知
ら
せ
︵
呼

　
出
状
︶・
質
問
票
の
送
付

　
質
問
票
に
よ
り
辞
退
が
認
め
ら
れ

た
人
は
、
呼
び
出
し
を
取
り
消
さ
れ
、

裁
判
所
に
行
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　

⑤
裁
判
所
で
、
候
補
者
の
中
か
ら
裁

　
判
員
を
選
ぶ
た
め
の
手
続
き
が
行

　
わ
れ
ま
す

　
辞
退
希
望
が
あ
る
場
合
は
、そ
の
理

由
な
ど
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
ま
す
。

　⑥
６
人
の
裁
判
員
が
選
ば
れ
ま
す

　
権
限
や
義
務
な
ど
の
説
明
を
受
け

ま
す
。
裁
判
員
に
選
ば
れ
た
そ
の
日

に
裁
判
が
行
わ
れ
ま
す
。

①
審
理
　
刑
事
裁
判
へ
の
立
ち
会
い

　
裁
判
に
立
ち
会
い
、
証
人
・
被
告

人
の
話
を
聴
い
た
り
、
証
拠
物
を
見

た
り
し
ま
す
。

②
評
議
、評
決
を
し
ま
す

　
裁
判
員
と
裁
判
官
で
話
し
合
い
、有

罪
・
無
罪
や
刑
の
内
容
を
決
め
ま
す
。

③
判
決
宣
告
の
立
ち
会
い

　
裁
判
長
が
行
う
判
決
宣
告
に
立
ち

会
い
、裁
判
員
の
職
務
を
終
え
ま
す
。
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裁
判
員
制
度
は
、
国
民
か
ら
選
ば
れ
る
裁
判
員

が
刑
事
裁
判
に
参
加
す
る
制
度
で
す
。
６
人
の
裁

判
員
と
３
人
の
裁
判
官
が
、
と
も
に
刑
事
裁
判
に

立
ち
会
い
、
被
告
人
が
有
罪
か
無
罪
か
、
有
罪
の

場
合
ど
の
よ
う
な
刑
に
す
る
か
を
判
断
し
ま
す
。

　
国
民
の
皆
さ
ん
が
裁
判
に
参
加
す
る
こ
と
に

よ
り
、
皆
さ
ん
の
視
点
や
感
覚
が
裁
判
に
反
映
さ

れ
ま
す
。
そ
の
結
果
、
裁
判
が
身
近
に
な
り
、
司
法

に
対
す
る
理
解
と
信
頼
が
深
ま
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
裁
判
に
よ
っ
て
、
日
数

は
異
な
り
ま
す
が
、
約
７
割
の
裁
判
は

３
日
以
内
で
判
決
と
な
り
ま
す
。

想
定
さ
れ
る
裁
判
日
数

 

　
広
島
県
で
対
象
と
な
る
事
件
の
数
は
、

平
成
15
年
〜
19
年
の
年
間
平
均
件
数
で

み
る
と
約
56
件
と
な
り
ま
す
。
三
原
市

の
人
が
裁
判
員
に
選
ば
れ
た
場
合
は
、

広
島
地
方
裁
判
所
︵
広
島
市
中
区
上
八

丁
堀
︶に
行
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

裁
判
員
制
度
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先

　
法
テ
ラ
ス(

Á
０
５
７
０
・
０
７
８
・

　
３
７
４)

、
広
島
地
方
裁
判
所(

Á
０

　
８
２
・
２
２
８
・
０
４
２
１
︶
、
広
島

　
地
方
検
察
庁(

Á
０
８
２
・
２
２
１
・

　
２
４
５
３
︶

◎
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
ま
で
の
流
れ

◎
裁
判
に
か
か
る
日
数

◎
裁
判
員
の
仕
事
と
役
割

５
月
21
日

裁
判
員
制
度
が

始
ま
り
ま
す

５
月
21
日

裁
判
員
制
度
が

始
ま
り
ま
す

2日以内
約20％

5日超
約10％

5日以内
約20％

3日以内
約50％

裁判官3人

原則裁判の６週間前まで

裁判の当日

裁判員制度

前年12月ころまで

裁判員6人

77

2つの円は「裁判官」と「裁判
員」を表しています。2つの
円が交わることで協力し合
う姿勢を表しています。


